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「
年
金
特
別
徴
収
」
と
は
、
年

金
保
険
者
が
公
的
年
金
等
に
係
る

個
人
住
民
税
を
差
し
引
い
て
か
ら

年
金
を
納
入
す
る
制
度
で
す
。

◆
１０
月
は
徴
収
税
額
の
切
り
替
え

月
で
す

　

上
半
期
の
徴
収
税
額
に
よ
り
、

下
表
１
の
よ
う
に
下
半
期
の
徴
収

税
額
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
月
額
は
変
更
し
ま
す
が
年

間
の
税
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

対
象
　
平
成
２9
年
４
月
１
日
現
在

６５
歳
以
上
で
前
年
中
に
公
的
年
金

等
が
支
払
わ
れ
た
方
で
次
の
①
②

を
満
た
す
方
。
①
平
成
２8
年
中
の

老
齢
基
礎
年
金
が
年
間
18
万
円
以

上
で
あ
り
、
か
つ
特
別
徴
収
税
額

を
上
回
る
②
介
護
保
険
料
が
公
的

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

◆
月
ご
と
の
計
算
方
法
が
変
わ
り

ま
す

　

平
成
２５
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の
仮
徴

収
額
と
１０
月
・
１２
月
・
２
月
の
本

　３市の実行委員会では、女性・高齢者・障害者・
子どもなどのケアを担う方の声を活かし、地域防災
力アップをめざす連続講座をシリーズで開催しま
す。
対象　地域防災に携わっている方。各回先着40人
日時・講師　下表の通り
場所　男女共同参画センター
※保育あり（６か月～未就学児、各回先着１０人、要
予約）。
申込み・問合せ　１０月２日（土・日曜日、祝日を除
く午前９時～午後５時）から、電話で男女共同参画
センター☎042・495・７００２へ

　

先
着
４０
人
。

日
時
　
１０
月
２７
日
㈮
午
後
２
時
～

３
時
３０
分

場
所
　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

講
師
　
一
般
社
団
法
人
実
家
片
づ

け
整
理
協
会　

渡
部
亜
矢
氏

持
ち
物
　
筆
記
用
具

申
込
み
・
問
合
せ
　
１０
月
３
日
～

２５
日（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５

時
）に
直
接
窓
口
ま
た
は
電
話
で

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４９5
・

６
２
１
１
へ

1-1平成29年度から特別徴収が開始
または再開される方（年税額84,000円）

上半期は年税額の2分の１相当額を普
通徴収（２回）で納付。下半期は残りの
２分の1を３回に分けて年金から徴収

（開始・再開の場合は表1-1と同様です）

前年度から特別徴収が継続となる場合の仮徴収額は前年
分の公的年金等に係る個人住民税額（年税額）の2分の
1相当額となります

表1.10月からの切り替え税額の例

表2.平成29年度以降の仮徴収額算定方法
1-2前年度から特別徴収が継続とな
る方（年税額84,000円、平成28年度公
的年金に係る年税額が72,000円）

上半期は前年度の年税額の2分の１を
3回に分けて、下半期は平成29年度の
年税額から仮徴収された分を差し引い
た残りを3回に分けて年金から徴収
※ここでの年税額は公的年金等に係る個人住民税額です。他の所得に係る個人住民税額は含みません。

講師　渡部亜矢氏

区分

上半期 下半期
普通徴収

（納付書または
口座振り込み）

特別徴収
（年金から天引き）

月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

（円） 21,000 21,000 14,000 14,000 14,000

区分 仮徴収（上半期） 本徴収（下半期）
月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額
（円）12,000 12,000 12,000 16,000 16,000 16,000

区分 仮徴収（上半期） 本徴収（下半期）
月 4月 ６月 ８月 １０月 12月 ２月

平成２８年度
以前

前年度２月と同額
を各月で徴収

（年税額ー仮徴収額）÷3
を各月で徴収

平成２９年度
以降

前年度年税額×1/2÷3
を各月で徴収

（年税額ー仮徴収額）÷3
を各月で徴収

徴
収
額
の
均
一
化
を
図
る
た
め
、

平
成
２９
年
度
以
降
の
仮
徴
税
額
の

計
算
方
法
が
変
更
さ
れ
ま
し
た

（
表
２
）。
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
仮
徴

収
額
・
本
徴
収
額
の
大
き
な
差
が

生
じ
に
く
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
外
転
出
や
税
額
変
更

の
場
合
も
一
定
の
条
件
の
も
と
、

年
金
特
別
徴
収
が
継
続
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
左
記
へ
。

問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係
☎
042

・
497
・
２
０
４
０

「
外
国
人
お
も
て
な
し
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

育
成
講
座

　

東
京
都
で
は
、
２
０
２
０
年
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
開
催
に
向
け
、
簡
単
な
外

国
語
で
道
案
内
な
ど
の
手
助
け
を

す
る
語
学
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成

し
て
い
ま
す
。
育
成
講
座
を
受
講

後
、「
外
国
人
お
も
て
な
し
語
学

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」と
し
て
登
録
さ

れ
ま
す
。
大
会
期
間
中
に
競
技
会

場
な
ど
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
は
異
な
り
ま
す
。

対
象
　
本
講
座
を
初
め
て
受
講
す

る
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
15

歳
以
上（
中
学
生
を
除
く
）
で
次

の
条
件
を
満
た
す
方
。
実
用
英
語

技
能
検
定
２
級
以
上
ま
た
は
Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｉ
Ｃ
500
点
以
上
に
相
当
す
る
語

学
力
が
あ
る（
簡
単
な
日
常
英
会

話
が
で
き
る
）、
講
座
中
の
グ
ル

ー
プ
ワ
ー
ク
や
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
新
規
手
続
き
の
ご
案
内

　

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
は
、
満

70
歳
以
上
の
都
民
の
方
を
対
象
と

し
て
、
都
営
交
通（
都
バ
ス
、
都

営
地
下
鉄
、
都
電
、
日
暮
里
・
舎

人
ラ
イ
ナ
ー
）及
び
都
内
の
民
営

バ
ス
に
乗
車
す
る
こ
と
の
で
き
る

パ
ス
で
す
。
一
般
社
団
法
人
東
京

バ
ス
協
会
が
発
行
し
て
い
ま
す
。

有
効
期
限
は
発
効
日
か
ら
平
成
３０

年
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

　

シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
新
規
発
行
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
満
70
歳
を
迎

え
る
月
の
初
日
か
ら
申
込
み
が
で

き
ま
す
。
下
表
に
あ
る
必
要
書
類

な
ど
を
そ
ろ
え
、
最
寄
り
の
シ
ル

バ
ー
パ
ス
取
り
扱
い
バ
ス
案
内
所

な
ど
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
窓
口
で
は
東
京
都
シ
ル

バ
ー
パ
ス
の
発
行
・
更
新
な
ど
の

手
続
き
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
下
記
へ
。

問
合
せ
　
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル
バ

ー
パ
ス
専
用
電
話
☎
03
・
５
３
０

８
・
６
９
５
０（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）

対象区分 必要書類・費用

平 成29年 度 の 住 民
税が「課税」の方

必要書類　①住所・氏名・生年月日が確認できる身
分証明書（保険証、運転免許証など）
費用　20,510円

平 成29年 度 の 住 民
税が「非課税」の方

必要書類　①住所・氏名・生年月日が確認できる身
分証明書（保険証、運転免許証など）②「平成29年度
介護保険料納入（決定）通知書・平成29年度住民税非
課税証明書・生活保護受給証明書のいずれか１点
費用　1,000円

平 成29年 度 の 住 民
税が「課税」である
が、 平 成２８年 中 の
合計所得金額が125
万円以下の方

必要書類　①住所・氏名・生年月日が確認できる身
分証明書（保険証、運転免許証など）②「平成29年度
介護保険料納入（決定）通知書」・平成29年度住民税
課税証明書のいずれか１点
費用　1,000円

日付 タイトル・講師
１０月３１日㈫午後
２時～４時３０分

「つながりは安心をつくる～被災地の女性たちの経験から」・
宗片恵美子氏（NPO法人イコールネット仙台代表理事）

11月7日㈫午後
２時～４時３０分

「どうする？    避難所トイレ問題に応える～衛生と安全の側面か
ら」・高橋聖子氏（国際防災コンサルタント）

11月14日㈫午後
２時～４時３０分

「HUG（避難所運営体験ゲーム）で対応力をつける～男女共同
参画・多様性の視点とスキル」・青木千恵氏、日向野みどり氏 

（大田区立男女平等推進センターエセナおおた副理事長/理事）

グ
に
参
加
で
き
る
。定
員
40
人（
応

募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

日
時
　
11
月
25
日
㈯
午
後
１
時
30

分
～
５
時

場
所
　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

申
込
み
　
10
月
２0
日（
消
印
有
効
）

ま
で
に
往
復
は
が
き（
は
が
き
１

枚
に
つ
き
１
人
申
込
み
）の
往
信

裏
面
に
講
座
名
・
郵
便
番
号
・
住

所
・
氏
名
・
氏
名
の
ロ
ー
マ
字
表

記
・
電
話
番
号（
平
日
日
中
に
連

絡
可
能
な
も
の
）・
年
齢
・
性
別

・
職
業
を
記
入
し
、
〒
204
―
０
０

１
３
上
清
戸
２
―
６
―
10　

清
瀬

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
メ
ー
ル
ボ
ッ

ク
ス
Ｎ
ｏ
．
10
清
瀬
国
際
交
流
会

へ問
合
せ
　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

☎
042
・
495
・
７
０
０
１

対象　子育て世帯・親世帯のいずれかが市内に転入する世
帯で、子育て世帯・親世帯ともに次の条件をすべて満たす
方。◆区市町村税の滞納がない◆世帯員が暴力団または暴
力団密接関係者でない◆市内へ転入する世帯が住民となっ
た日から起算して３年以上に渡り、市内に居住を継続する
見込みである◆過去に助成を受けていない◆現在市内に居
住している世帯が市内に１年以上継続して居住している
対象費用　引っ越し・不動産登記費用（消費税込み）
助成金額　助成対象費用の２分の１（上限10万円）
申込み期限　転入日（住民票異動日）から６か月以内
※予算に限りがあります。申請前にお問い合わせください。
問合せ　まちづくり課まちづくり係☎０４２・４９７・２０９３

　市では小学校就学前の子ども（胎児含む）がいる子育て
世帯と親世帯が、市内で近居または同居するための引っ越
し費用などの助成を行います。

近 居 支 援 事 業 を 実 施 し て い ま す
子 育 て 世 代 を 応 援！　

助成金交付までの手続きの流れ　
①清瀬市へ引っ越し・住民票を異動
②助成金交付申込み＝「清瀬市子育て世帯近居支援事業
助成金交付申込書」（まちづくり課・市ホームページか
ら入手可）に必要事項を記入し、申込み書に記載の添付
書類とともにまちづくり課へ提出
③助成金の交付決定＝市から「清瀬市子育て世帯近居支
援事業助成金交付（不交付）決定通知書」を送付（不交付
の場合は、助成金は交付されません）
④助成金の請求（交付の場合）＝「清瀬市子育て世帯近居
支援事業助成金交付請求書」（まちづくり課・市ホーム
ページから入手可）に必要事項を記入し、まちづくり課
へ提出（指定の金融機関へ助成金が振り込まれます）

　バーベキュー・陶芸・りんご狩り・
ほうとう作りなど食欲の秋を楽しみま
す。先着30人（最少催行人数１６人）
日時　１０日２８日㈯午前８時～２９日㈰午
後４時ごろ
場所　集合・解散＝清瀬駅北口西友前、
宿泊＝清瀬市立科山荘（長野県北佐久
郡立科町大字芦田八ヶ野）
費用　おとな＝25,000円、小学生＝
21,500円、幼児＝17,000（１泊４食付
き・バス代・保険料込み・各体験料）
※市内在住・在勤でほうとう作りをさ
れた方は2,000円の補助金あり（幼児は
1,590円）。
※料金は立科山荘フロントで支払い
（カード不可）。
申込み・問合せ　電話で清瀬市立科山
荘☎０２６７・51・２３００へ

　ハイキング初心者でも歩きやすい「多
と う の す

峯主
山
やま

」を目指します。雨天決行・荒天中止。
対象　市内在住・在勤・在学の方（小学生以
下は保護者同伴）。先着30人（最少催行人数
10人）
日時　10月29日㈰午前７時45分清瀬駅北口交
番前集合・受付
場所　埼玉県飯能市（多峯主山周辺）
費用　300円（傷害保険料・手拭い代など）
持ち物　交通費（ＩＣカード推奨）・昼食・
飲み物・筆記用具・健康保険証（写）・雨具（上
下で分かれているもの）・手袋（軍手）・タオ
ル・敷物・登山に適した靴（運動靴可）
※受付時に実施要項を配布。
申込み・問合せ　10月２日～20日の平日午前
９時～午後５時に下記へ電話で申込みのう
え、10月20日までに費用と印鑑を持参し、直
接生涯学習スポーツ課☎042・495・７００１へ

（単位：㎎／ノルマルリューベ）

水銀濃度分析計測定結果
　

柳
泉
園
組
合
で
は
、
廃
棄
物
焼

却
施
設
の
排
ガ
ス
中
の
水
銀
濃
度

に
つ
い
て
、
法
律
上
の
水
銀
排
出

規
制
基
準
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い

た
め
、
自
己
規
制
値
を
０
・
05
ｍ

ｇ
／
ノ
ル
マ
ル
リ
ュ
ー
ベ
と
定
め

測
定
し
て
い
ま
す
。
平
成
２9
年
５

月
～
７
月
の
測
定
結
果
は
、
左
記

の
と
お
り
で
す
。

問
合
せ
　
柳
泉
園
組
合
☎
042
・
470

・
１
５
４
７
ま
た
は
ご
み
減
量
推

進
課
ご
み
減
量
推
進
係
☎
042
・
493

・
３
７
５
０

柳
泉
園
組
合
の

水
銀
濃
度
分
析
測
定
結
果

測定
施設

自己
規制値

平成
29年
５月

平成
29年
6月

平成
29年
7月

１号炉

0.05

0.00 0.00 0.00

２号炉 0.00 0.00 0.00

３号炉 0.00 0.00 0.00

１０
月
か
ら
の
徴
収
税
額
と
仕
組
み
が
変
わ
り
ま
す

公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
税（
市
民
税
・
都
民
税
）の
特
別
徴
収

沿線３市（清瀬市・東久留米市・西東京市）男女共同参画連携事業

「 わ た し の 防 災 コ ト は じ め 」
清瀬市立科山荘秋の体験ツアー 秋季市民ハイキング～奥武蔵・低山散歩～

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
消
費
生
活
講
座

実
家
の
片
づ
け
と

生
前
整
理


